
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【社協ってなに】 

社会福祉法に基づき全国の市町村に設置されてい

る地域福祉の推進を目的とした公共性の高い社会

福祉団体です。市民の皆様が取り組む活動の支援

を行います。 

【賛助会員ってなに】 

草津市社協の趣旨や目的にご賛同いただき、地域

福祉の活動を財政面から支えてくださる方々を会

員と呼んでいます。 

賛助会費 

一口 5,000 円 
会費については、決して強制で
はなく任意でご協力いただく
ものですが、地域福祉活動を実
施するための貴重な財源とな
りますのでご賛同いただき多
くの皆様のご協力をお願いい
たします。 

【税額控除が受けられます】 

草津市社協は、草津市から「税額控除対象法人」

として認定を受けており、法人の場合は、法人税

法上の損金算入の対象となります。 

減税効果もありますことから、是非ともご支援と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

【会費納入方法】 

① 窓口 

午前 9 時～午後 5 時 月曜日～金曜日 

(土日祝日・年末年始を除く) 

② 振込 

滋賀銀行 草津市役所代理店 普通 43072 

社会
しゃかい

福祉
ふ く し

法人
ほうじん

草津市
く さ つ し

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎ か い

会長
かいちょう

 清
し

水和
みずかず

廣
ひろ

 

※振込手数料は、本会の趣旨をご理解いただき、ご負担していただいております。 

※振込用紙は、下記にご連絡いただきますと郵送いたします。 

社会福祉法人草津市社会福祉協議会 
草津市大路 2 丁目 1 番 35 号 キラリエ草津 4F 

TEL:077-562-0084 FAX077-566-0377 

tel:077-562-0084


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■チューリップ事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ボランティアマルシェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ピカッと草津」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草津市社協が実施している主な地域福祉事業 
 

今、新しい社会貢献が 

  市社協賛助会員になること 

～それが 笑顔になる 一歩です～ 

■チューリップ事業(つながりサポート事業) 

貧困・孤立・孤独により不安を抱える女性が、社会の絆を回復することが

できるように市内小中学校や 40 か所等で登旗を設置し、生理用品や食

料品の配布を行っています。 

◆配布数 13,755 枚＋701 セット   寄付 309 セット 
 

■地域サロン 

住民主体の活動で、高齢者の見守り活動を推進し身近な場所で支え合う

関係づくりの構築を目的に実施しています。 

◆156 サロン(R6) 

 

■草津市ボランティアセンター 
地域で活動されているボランティアグループ・個人ボランティアの援助相

談に応じ、ボランティア活動の活性とコーディネートを行いました。 

◆ボランティアセンター338 団体 ボランティア人数 6,307 人 

 

■福祉講座 

福祉に関する市民の意識向上や地域福祉活動の活動者の育成を目的に

分野を超えた幅広い視点の講座を開催しています。 

◆講座受講者 146 人(R7) 

 

■ボランティアマルシェ 

市社協の魅力の発信、ボランティアの活躍の場、若い世代のボランティア

体験の場、専門職の魅力発信の場として多くの市民への啓発の場として

実施しています。 

◆来場者約 600 人(R7) 

 

■生活支援体制整備事業第 2 層協議体「ピカッと草津」 

在宅サービス訪問時の「駐車場問題」から創る地域包括ケアシステム草津

モデルを実施し、3 社の新聞に掲載され、約 730 台分の駐車場が住民

主体活動で生まれました。 

◆老上・山田・笠縫東・矢倉学区、これから志津南・大路学区 

 

■草津フードバンクセンター 

住民主体の活動団体に対し、寄付いただいた食品を提供し、地域の福祉

活動を食品で応援します。また、市民や企業に対して新しい社会貢献活

動として善意の循環システムの構築を図っています。 

◆米:約 1,684 ㎏  食料品 6580 品 

 

■法人連携 

草津市内の社会福祉法人の連携だけで留まらず多種多様な法人と連携

の輪を広げ、福祉人材の育成と善意の循環システムの構築を図ります。 

◆19 法人(R7) 

 

 

 

 

【市社協賛助会員になると・・・】 

・広報紙社協くさつの有料広告掲載対象企業となる。   ・市社協 HP の有料広告掲載対象企業となる。 

・市社協備品等の入札指定業者となる。            ・歴史のある爽やかな「社協賛助会員之章」が貰える。 

・福祉事業所については、フードバンク配分先に登録されます。 


